
－ 1 － 
 

第７０５回むつ市教育委員会 会議録 

１ 開会及び閉

会に関する

事項 

令和元年９月３０日（月） １３：００ ～ １３：２０ 
むつ市本庁舎 大会議室Ａ 

２ 出席委員及

び欠席委員

の氏名 

【出席】 教 育 長  氏 家   剛 

委   員  宮 浦 雅 子 

委   員  納 谷 順 子 

委   員  田 中 志 昌 
 委   員  村 中 一 文 

３ 説明のため

に出席した

者の職及び

氏名 

教育部長 松谷 勇        教育指導監 阿部 謙一 
政策推進監総務課長 木下 尚一郎 副理事中央公民館長 工藤 和彦 
副理事図書館長 櫻井 忍     生涯学習課長 加藤 昭広 
川内公民館長 鷲岳 彰丸     大畑公民館長 佐藤 時男 
脇野沢公民館長 三上 修一 

 
【事務局】総務課主幹 柏谷 圭則  主任主査 桜田 貴子 

４ 委員又は教

育長等の報

告 

なし 

５ 議題及び議

事に関する

事項 
 

教育長 
 
 
 
 
 
 
 

教育長 
 
 
 
 

生涯学習課 

 
 
 
 
それでは、ただいまから「第７０５回むつ市教育委員会」を開会いたします。 
会議に先立ちまして、会議録の署名についてでありますが、今回は宮浦委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

●議案第 1号 

「むつ市下北自然の家条例施行規則の一部を改正する規則について」 

（生涯学習課） 

 
それでは早速、議事に入ります。 
本日は、議案１件、報告１件となっております。 
それでは、議案第１号「むつ市下北自然の家条例施行規則の一部を改正する規

則について」事務局からの説明をお願いします。 

 
（説明） 
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教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育長 
 
 
 

生涯学習課長 
 

教育長 
 
 

宮浦委員 
 
 

生涯学習課長 
 
 
 
 

宮浦委員 
 
 

生涯学習課 
 
 
 

田中委員 
 

生涯学習課長 
 

教育長 

ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御意見、

御質問等がありましたらお願いします。 
 
（異議なし） 
 
それでは、議案第 1 号につきましては、御異議がございませんので承認するこ

ととさせていただきます。 
 
●事務局からの報告事項 

１．「市指定有形文化財「弥生式土器 壷」の所在変更について」（生涯学習課） 

 
次は、事務局からの報告事項になります。 
「市指定有形文化財「弥生式土器 壷」の所在変更について」事務局から説明

をお願いします。 

 
（説明） 
 
 ただ今事務局より説明がありましたが、本件について御質問などございません

か。 
 
 個人で所有の貴重な土器なんでしょうけど、自宅を建て替えるということで所

在を変更するということでしょうか。 
 
 こちらは市指定の文化財で、昭和５５年２月２０日に指定となっております。

個人で所有しておりまして、畑から出土したものです。自宅を新築するというこ

とで、建て替えにより保管ができないということで、一時的に市の収蔵庫で保管

するというものです。 
 
こういう個人で所有している方で、同じような事情があった場合、預からない

という人もいると思うのですが、そういう時はどうしているのでしょうか。 
 
年間 1 回、文化財のパトロールをしており、その所有者とも面談しており、そ

の際に御相談があれば連絡をくださいとお願いしておりますので、今回のような

ケースがあれば相談があるものと認識しております。 
 
（文化財は）何件くらいあるのですか。 
 

 約５０件あります。現物の確認と保管状況も確認しております。 
 
その他にございませんか。 
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納谷委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務課長 
 
 
 
 

教育長 
 
 

総務課長 
 
 

教育長 
 
 
 

教育長 
 
 
 
 

教育長 
 
 

ないようですので、ただ今の報告は以上とさせていただきます。 
それではその他となりますが委員の皆様から何かございませんか。 
 
先日、子ども子育て会議に出席してきたんですけども、その時になかよし会の

話が出て、待機児童が何十名といるという話を聞いて、学校に空き教室がないの

で対応ができないという話だったのですが、なかよし会は教育委員会の管轄外で

すが、学校の教室を使うという形が教育委員会とも関わりがあるかなと思いお話

しさせていただきますが、子どもの数が減ってきて、学校訪問をさせていただく

と、空き教室があるように感じたのですが、でも、なかよし会で使うためにはや

はり場所とか問題があるのかと思いますが、子ども達が使っていない教室がある

からすぐそこが（なかよし会として）使えるとはならないとは思うのですが、学

校からも教育委員会に相談等はあるのでしょうか。 
 
担当部署からは、お願いと要望が上がっており、できるだけ学校と協議して対

応するようにはしておりますが、現在、検討中でございます。学校によっては、

第二田名部小学校のようにプレハブで対応した場合もありますが、今後、継続協

議をして対応できるように努めてまいりたいと思います。 
 
納谷委員のおっしゃったように、確かに学校には空き教室が結構目立つのです

が、管理とかそういう問題もあるのですか。 
 
完全に学校と別になります。完全に空間も分けられるような使い方をしたいと

いうことで、その辺を協議して対応してまいりたいと思います。 
 
他にございませんか。 
 
（なし） 
 
それでは、委員に皆様からはないようですので、事務局から何かございました

らお願いします。 
 

（事務連絡） 
 
それでは、以上をもちまして、「第７０５回むつ市教育委員会」を閉会いたし

ます。 
 

６ 議決事項  
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７ その他会議

において必

要と認めた

事項  

 

 

８ 会議録署名 上記の決議内容について明確にするため、むつ市教育委員会会議規則第２４条

の規定により署名する。 
 
令和元年１０月２９日 
 
教育委員会教育長      氏 家   剛         
 
 
会議録署名委員       宮 浦 雅 子         
 
会議録作成者 

総務課長        木 下 尚一郎         
 

 


